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業務の適正を確保するための体制に関する事項

1．内部統制システムの概要
当社は、取締役会において、当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制その他当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）について定めて

おり、その概要は以下のとおりであります。

① 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）当社グループの取締役・従業員は、職務の執行の前提となる情報収集・事実調査を十分に行い、的確

な事実認識のもと、職責権限に関する規程に基づき、合理的な判断を行う。

（2）業務執行取締役は、取締役会における適正な意思決定に資するとともに、監督機能の充実を図るた

め、独立性を有する社外役員を確保する。また、取締役会の監督機能の充実を図るとともに、効率的

な業務執行の体制を確立するため、執行役員制度を採用する。

（3）業務執行取締役は、社長および取締役会の判断に資することを目的として経営会議を設け、経営の基

本方針および経営に関する重要な事項について審議する。

（4）業務執行取締役は、「Daigasグループ企業行動憲章」を踏まえて、「Daigasグループ企業行動基準」を

定め、当社グループの取締役および従業員にこれを周知徹底することにより、当社グループにおける

法令・定款に適合した職務の執行の確保はもとより、公正で適切な事業活動（環境保全への貢献、社

会貢献活動の推進、反社会的勢力との関係遮断等を含む。）を推進する。

（5）業務執行取締役は、内部通報制度である相談・報告制度とサステナビリティ推進委員会の設置によ

り、当社グループにおけるコンプライアンスに係る状況の把握とコンプライアンスの推進に努める。

（6）当社グループの取締役・従業員は、コンプライアンスに係る問題を発見したときは、事案の重大性・

緊急性に応じ、業務執行取締役もしくは上長に相談・報告するか、または相談・報告制度により報告

する。業務執行取締役、総務部長または上長は、その内容を調査し、所要の改善措置を講じる。

② 職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（1）当社グループの業務執行取締役・従業員は、職責権限に関する規程に基づき、判断要素、判断過程等

を明記した取締役会議事録、稟議書等を作成する。

（2）当社グループの業務執行取締役・従業員は、取締役会議事録、稟議書その他の職務の執行に係る情報

を、情報の特性に応じて、適切に保存し、管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）業務執行取締役は、リスク管理委員会を設置して、当社グループの重要リスクの選定およびリスク管

理の推進に努める。

（2）当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長（当社の基本的組織単位の長）は、「リスク管理

規程」に定めるところにより、損失の危険の管理を行う。

（3）当社グループの業務執行取締役は、製造・供給設備の工事、維持および運用に関する事項について保

安規程を定めるとともに、製造供給体制の整備を推進することなどにより、ガス事業における保安の

確保と安定供給に万全を期す。

（4）当社グループの経営に特に重要な影響を与える可能性がある緊急非常事態への対応は、「リスク管理

規程」による。

④ 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、職責権限に関する規程により、当社・当社グ

ループにおける業務分担と意思決定に関する事項を定める。また、組織等の制度内容や職務の遂行に

際しての一般的な遵守事項について規程等を定め、これらを周知徹底することにより、円滑な組織運

営、業務の品質向上・効率化を図る。

（2）当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、企業価値の最大化を目的として、当社・当社

グループの中期経営計画と単年度計画を定めるとともに、業績管理指標により達成状況をフォロー

し、計画達成に向けて注力する。
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⑤ 業務の適正を確保するためのその他の体制
前記各事項に加えて、業務執行取締役は、次の措置を講じるとともに、適正な運用に努める。

（1）当社グループの各事業分野において中心的役割を担う会社（中核会社、ネットワーク会社、海外地域

統括会社）または関係会社を管理する基本組織（経営サポート組織）を定め、関係会社の日常的な経

営管理を行う。

（2）当社グループ全体の法令・定款適合性や効率性等について、監査部長が内部監査を行う。その監査結

果を受けて必要がある場合には、速やかに改善措置を講じる。

（3）財務報告の信頼性を確保するため、これに係る内部統制の整備、運用および評価を行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
（1）業務執行取締役は、監査等委員会の求めがあれば、従業員を監査等委員会の職務の補助に従事させ、

監査等委員会補助者が所属する監査等委員会室を設置する。

（2）監査等委員会補助者は、監査等委員会の職務の補助に専従する。

⑦ 監査等委員会補助者の取締役からの独立性に関する事項
（1）業務執行取締役は、全従業員に等しく命ずべき職務を除き、監査等委員会補助者を指揮命令できな

い。

（2）業務執行取締役は、監査等委員会補助者の人事考課、異動等を行う場合、事前に監査等委員会の意見

を徴し、これを尊重する。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制
（1）取締役は、当社に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。

（2）当社グループの取締役、従業員または関係会社の監査役は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼ

す事項、内部監査の結果、相談・報告制度の主な通報状況、その他重要な事項を、遅滞なく監査等委

員会に報告する。

（3）当社グループの取締役・当社の従業員は、監査等委員会から職務の執行に関する事項について報告を

求められたときは、遅滞なく報告する。

（4）当社グループの業務執行取締役・上長は、前各項に基づき監査等委員会への報告を行った者に対し

て、当該報告を行ったことを理由とする不利な取扱いを行わない。

⑨ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制
（1）監査等委員は、代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換できる。

（2）監査等委員は、経営会議および全社委員会に出席でき、稟議書等の職務の執行に係る重要な情報を適

時に調査できる。

（3）業務執行取締役および監査部長は、監査等委員会が監査部長および関係会社の監査役等との連携を通

じて実効的かつ効率的な監査を実施できるよう、環境の整備に努める。

（4）業務執行取締役は、監査等委員の職務の執行に必要な費用または債務を会社として負担する。

⑩ 運用状況の確認等
（1）業務執行取締役は、内部統制システムの運用状況の確認および評価を定期的に行い、その結果を取締

役会に報告する。

（2）業務執行取締役は、内部統制システムの評価結果、その他の状況を勘案し、必要に応じ、所要の措置

を講じる。

（注）本年3月13日開催の取締役会において、内部統制システムの改定決議（監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するためのそ

の他の体制の変更。本年4月1日実施）を行っております。改定後の内容は以下のとおりです。

⑨ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制

（1）監査等委員は、代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換できる。

（2）監査等委員は、経営会議および全社委員会に出席でき、稟議書等の職務の執行に係る重要な情報を適時に調査できる。

(3) 業務執行取締役および監査部長は、監査等委員会が監査部長および関係会社の監査役等との連携を通じて実効的かつ効率的な監査

を実施できるよう、環境の整備に努める。

（4）監査部長は、監査等委員会が取締役による不正への関与等、当社・当社グループの経営に重大な影響を与える可能性のある事象を

発見した場合、社長の指揮命令によらず、監査等委員会の指揮命令に従い監査を行う。

（5）関係会社の監査役は、監査等委員会の監査方針に沿って監査を行い、監査等委員会に監査計画や結果を報告するなど、監査等委員

会との連携を図る。

（6）関係会社の監査役は、監査等委員会が当社グループの経営に重大な影響を与える可能性、または予防上の必要性が関係会社におい

て存在すると判断した場合、監査等委員会の意見に基づき監査を行う。

（7）業務執行取締役は、監査等委員の職務の執行に必要な費用または債務を会社として負担する。
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2．内部統制システムの運用状況の概要
当社は、内部統制システムの運用状況について、各事項の確認項目を設け、関係する組織長等から報告を

受けることにより定期的に確認しており、本年4月23日開催の取締役会において、内部統制システムが適切

に運用されている旨の報告をしております。

当期における内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① コンプライアンス等に関する事項
サステナビリティ推進委員会は、コンプライアンス・リスク管理部会、環境部会、社会貢献部会を設置

し、サステナビリティ活動を含め、各分野における取組みをより一層推進しております。

「Daigasグループ企業行動基準」およびその解説等を内容とする教材をイントラネットに常時掲示するこ

となどにより、当社グループの取締役および従業員に対し周知し、理解促進と定着を図っております。

当社は、エネファームの販売に関する、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）上の疑義がある表

示について、2025年12月、今後同様の表示を行わないよう消費者庁から指導を受けました。大阪ガスマーケ

ティング株式会社をはじめとして、当社グループは、本件を真摯に受け止め、引き続き、景品表示法に関す

る研修および管理徹底に取り組みます。

② リスク管理等に関する事項
基本組織長・関係会社社長は、損失の危険の管理を推進し、定期的にリスクマネジメントの点検を実施し

ております。各基本組織および各関係会社においては、リスクマネジメントの自己点検をシステム化した

「G-RIMS（Gas Group Risk Management System）」等を活用して、リスクの把握、対応状況の点検とフォロー

等を実施しております。

リスク管理委員会を開催し、経営が関与すべき重要リスクの選定や、各重要リスクに対する予防保全計画

および対応状況の確認等を実施しております。

中東情勢の長期化に備え、情報収集やリスク調査、対策検討を行うための全社体制を本年3月に構築しま

した。

保安・防災等のグループに共通するリスク管理に関しては、主管組織を明確にし、各基本組織と各関係会

社をサポートすることで、グループ全体としてのリスクマネジメントに取り組んでおります。

当社グループにおける保安・防災等に関する組織横断的な施策の調整・推進を担う保安・防災委員会を設

置し、保安の確保・防災に万全を期しております。

緊急非常事態に対する備えとして、災害対策に関する規程および事業継続計画を整備しております。ま

た、地震訓練とBCP訓練から成る全社総合防災訓練を実施しております。

サイバーセキュリティ委員会を開催し、当社グループのセキュリティについて定期的な点検、フォロー等

を実施するなど、当社グループネットワーク外からの攻撃への対策強化を実施しております。また、ランサ

ムウェア対策として機器やネットワークの点検を一層強化しております。

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に向けて、エネルギーの製造・供給体制に万全を期すた

め、「武力・サイバー攻撃事態対策規程」に基づき2025年1月に構築した全社的な連絡体制を、開催期間中、

警戒体制に移行しました。

③ 当社グループにおける経営管理に関する事項
中核会社、ネットワーク会社、海外地域統括会社、または経営サポート組織が管理する関係会社を定め、

関係会社から定期報告や重要事項についての報告を受けて経営課題を把握するとともに、G-RIMSの活用や監

査の実施等により、日常的な経営管理を行っております。

内部監査部門である監査部は、各組織および各関係会社を対象に計画的な内部監査を実施するとともに、

内部監査実施から一定期間経過後のフォローアップを実施しております。

④ 監査等委員会の監査の実効性に関する事項
監査等委員は、取締役会長、代表取締役社長および会計監査人と定期的に意見交換を行っております。ま

た、監査等委員会は、会計監査人との意見交換の機会も活用し、その適格性、専門性、独立性等を評価して

おります。

常勤監査等委員は、経営会議、サステナビリティ推進会議、投資評価委員会等の重要会議に出席し、稟議

書等の重要文書を閲覧しております。経営に関する諮問委員会は全監査等委員、指名に関する諮問委員会お

よび報酬に関する諮問委員会には社外監査等委員が出席しております。監査等委員会は、監査部から年度監
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査計画を予め聴取するとともに、個別の監査計画と監査結果等について、定期的に報告を受けております。

また、取締役会における内部統制システムの決議において、監査等委員会への報告を要する事項を明確に

し、周知を行っております。

監査等委員会の職務の補助に専従する監査等委員会補助者を4名配置しております。

以 上
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連結株主資本等変動計算書

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 132,166 19,902 1,173,020 △23,034 1,302,054

当期変動額

剰余金の配当 △42,278 △42,278

親会社株主に帰属する
当期純利益

152,751 152,751

自己株式の取得 △63,531 △63,531

自己株式の処分 △165 2,188 2,022

自己株式の消却 △20,576 20,576 －

連結範囲の変動 235 235

持分法の適用範囲の変動 △709 △709

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動

264 264

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 264 89,256 △40,767 48,754

当期末残高 132,166 20,167 1,262,276 △63,801 1,350,808

(単位：百万円)

その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 56,187 70,747 △2,395 216,648 45,552 386,739 50,497 1,739,291

当期変動額

剰余金の配当 △42,278

親会社株主に帰属する
当期純利益

152,751

自己株式の取得 △63,531

自己株式の処分 2,022

自己株式の消却 －

連結範囲の変動 235

持分法の適用範囲の変動 △709

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動

264

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

16,568 33,413 △28 1,467 17,073 68,494 △2,511 65,982

当期変動額合計 16,568 33,413 △28 1,467 17,073 68,494 △2,511 114,736

当期末残高 72,755 104,160 △2,423 218,115 62,626 455,234 47,985 1,854,028
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連 結 注 記 表

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社数 154社

（主要な連結子会社の名称）

大阪ガス都市開発株式会社、株式会社オージス総研、大阪ガスケミカル株式会社、大阪ガスネットワーク株

式会社、大阪ガスマーケティング株式会社、Daigasエナジー株式会社、Daigasガスアンドパワーソリューシ

ョン株式会社、Osaka Gas USA Corporation

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社数 50社

（主要な持分法適用関連会社の名称）

株式会社エネアーク、FLIQ1 Holdings, LLC

（持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社の名称等）

持分法を適用しない関連会社のうち、主要なものは株式会社エネットであります。

持分法を適用しない関連会社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法を適用しておりません。

(3) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

a.有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移

動平均法により算定しております)

市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法

b.棚卸資産

主として移動平均法による原価法によっております。なお、通常の販売目的で保有する棚卸資産について

は、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

c.デリバティブ 時価法

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

a.有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、主として定率法によっております。

ただし、海外連結子会社は主として定額法、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、探鉱及び開発に関する資産については、主として生産高比例法を採用しております。

b.無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、主として定額法によっております。

c.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっております。

③重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

④重要な収益及び費用の計上基準

a.商品又は製品の販売に係る収益

当社グループの各事業における商品又は製品の販売については、顧客との契約の中で据付を必要としない商

品又は製品は引渡時点に、また、顧客との契約の中で据付を必要とする商品又は製品は据付が完了した時点

に、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収

益を認識しております。履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価を当社グルー

プが受け取る権利を有する契約については、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求す

る権利を有している金額で収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート等を控除した金額で測定され

ております。なお、対価は通常、履行義務の充足から概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま
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れておりません。

b.サービス提供等に係る収益

ガス事業におけるガス機器等に関連した、メンテナンス・保守を含むサービス提供等に係る収益については、

履行義務が一定期間にわたり充足される場合は、顧客が便益を享受するサービス提供期間にわたり定額また

は進捗度に応じて収益を認識しております。

商品又は製品の販売とサービス提供等を組み合わせた取引については、財又はサービスを移転する約束のそ

れぞれを別個の履行義務として識別し、契約開始時の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格

に比例して配分しております。なお、対価は通常、履行義務の充足の進捗に応じて又は顧客との契約に基づ

き前受けの形式により受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

c.工事契約等に係る収益

ガス事業及び電力事業等におけるエンジニアリング、情報ソリューション事業等におけるソフトウェア開発

を含む工事契約等に係る収益については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益

を一定の期間にわたり認識しております。進捗度の測定は、期末日までに発生した原価が、見積総原価に占

める割合に基づいて行っております。ただし、工期が短い工事契約等は、完全に履行義務を充足した時点で

収益を認識しております。

なお、対価は通常、契約上のマイルストン等により概ね履行義務の充足の進捗に応じて又は顧客との契約に

基づき前受けの形式により受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

⑤その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

a.退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産

の額を控除した額を計上しております。

ⅰ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、主として給付算定式基準によっております。

ⅱ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、主として発生した連結会計年度に費用処理しております。

数理計算上の差異は、主として10年による定額法に基づき、それぞれ発生時の翌連結会計年度から費用

処理しております。

b.グループ通算制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合

の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方

法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

２．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係

る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 有形固定資産、無形資産及び持分法適用会社に対する投資の減損

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

有形固定資産 1,494,750百万円

無形固定資産 79,093百万円

持分法適用会社に対する投資 360,988百万円

(2) 繰延税金資産の回収可能性

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

繰延税金資産 9,730百万円

(3) 退職給付債務の算定

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上した金額

退職給付に係る資産 176,471百万円

退職給付に係る負債 16,805百万円

退職給付に係る調整累計額 62,626百万円

３．連結貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

有形固定資産 147,389百万円

投資その他の資産 217,563百万円

その他 50,035百万円
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計 414,988百万円

②担保に係る債務 129,799百万円

上記のほか、連結処理により相殺消去されている子会社・関連会社株式等37,629百万円を担保に供しており

ます。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,238,446百万円

(3) 保証債務等

保証債務 6,478百万円

４．土地再評価差額に関する注記

「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正

する法律」（2001年３月31日公布 法律第19号）に基づき、一部の連結子会社において事業用の土地の再評価を行

い、再評価差額（税効果部分を除く）を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。再評価の方法は

「土地の再評価に関する法律施行令」(1998年３月31日公布 政令第119号)第２条第４号に定める路線価方式に合理

的に調整を行って算定する方法によっております。

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金調達については金融機関からの借入や社債発行により、資金運用については安全性の高

い金融資産で運用する方針であります。受取手形及び売掛金等の顧客信用リスクに関しては、経理規程等に従

いリスクの軽減を図っております。デリバティブ取引は、社債及び借入金の金利の固定・変動比率の調整及び

金利水準の確定に係る金利スワップ取引、為替相場の変動による収支変動を軽減する為替予約取引及び通貨オ

プション取引、エネルギー価格等の変動による収支変動を軽減するエネルギー価格等に関するスワップ取引及

びオプション取引等を利用しており、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、関連会社株式及び非上場株式等の市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額404,925百万円）は、

「①有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

また、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」につい

ては、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており

ます。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

①有価証券及び投資有価証券 143,508 142,783 △724

資産計 143,508 142,783 △724

②社債（※１） 501,029 403,091 △97,938

③長期借入金（※１） 347,209 325,504 △21,705

負債計 848,239 728,596 △119,643

デリバティブ取引（※２） 117,807 117,807 －

(※１) １年以内に返済予定のものを含んでおります。

(※２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

資産

①有価証券及び投資有価証券

上場株式、上場投資信託及び日本国債は相場価格を用いて評価しており、いずれも活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。その他の投資は、割引現在価値法などにより評
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価し、その時価をレベル３の時価に分類しております。

負債

②社債

当社の発行する社債の時価は、相場価格に基づき算定し、その時価をレベル２の時価に分類しております。

③長期借入金

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味

した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。変動金利によ

るものは、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、その時価をレベ

ル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、その時

価をレベル２の時価に分類しております。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている

長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しておりま

す。為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金等と一体として処理されているため、

その時価は、当該買掛金等の時価に含めております。

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有

しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

265,891 387,765

(注１) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。

(注２) 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」による方法又は類似の方法に基づく金額

（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の総数 普通株式 397,881,800 株

(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

a.2025年５月８日の取締役会において、2025年３月31日を基準日として、

次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

（a）配当金の総額 18,856百万円

（b）１株当たりの配当額 47.50円

（c）効力発生日 2025年６月２日

b.2025年10月30日の取締役会において、2025年９月30日を基準日として、

次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

（a）配当金の総額 23,421百万円

（b）１株当たりの配当額 60.00円

（c）効力発生日 2025年11月28日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年５月８日の取締役会において、2026年３月31日を基準日として、

次のとおり決議しております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

普通株式の配当に関する事項

（a）配当金の総額 23,034百万円

（b）１株当たりの配当額 60.00円

（c）効力発生日 2026年６月１日
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（注）配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 4,705円00銭

(2) １株当たり当期純利益 391円15銭

（注）信託が保有する自己株式数については、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する

自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に含めております。

期末の当該自己株式の数 45,700株 期中平均の当該自己株式の数 7,030株

９．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

当社グループは「国内エネルギー」、「海外エネルギー」、「ライフ＆ビジネス ソリューション」の３つを報告セグ

メントとしております。各報告セグメントの財又はサービスの種類は、ガス事業、電力事業、海外エネルギー事

業、都市開発事業、情報ソリューション事業、材料ソリューション事業、その他ライフ＆ビジネス ソリューショ

ン事業であります。

また、顧客との契約から生じる収益は、国内エネルギー1,617,194百万円、海外エネルギー112,310百万円、ライ

フ＆ビジネス ソリューション238,448百万円であります。

なお、電気・ガス料金負担軽減支援事業により受領する補助金等は、国内エネルギーに含めております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3)会計方針に関する事項

④重要な収益及び費用の計上基準」に記載しております。

10．重要な後発事象に関する注記

自己株式の取得

当社は、2026年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

①自己株式の取得を行う理由

当社の株主還元方針に基づく株主還元および資本効率向上のため。

②取得の内容

a.取得する株式の種類 当社普通株式

b.取得する株式の総数 28,000千株（上限）

c.株式の取得価額の総額 80,000百万円（上限）

d.取得する期間 2026年５月11日～2027年３月31日

11．その他の注記

株式付与ESOP信託

当社は、一定の要件を満たす課長級以上の従業員（以下「対象従業員」といいます。）に対するインセンティブ・

プラン「株式付与ESOP信託」（以下「本制度」といい、本制度に関して信託銀行と締結する信託契約に基づいて設

定される信託を、以下「本信託」といいます。）を2026年２月５日より導入しております。

(1) 取引の概要

本制度は、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考にした信託型の自社の株式を対象従業員

に交付する制度のスキームであり、予め当社が定めた株式交付規程に基づき、一定の要件を満たした対象従業員

に対し当社株式を交付する仕組みです。

対象従業員に対しポイントを付与し、定められた勤務期間を経て受益権を取得したときに当該付与ポイントに相

当する当社株式を交付します。対象従業員に対し交付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分

も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本信託により取得する当社株式の取得資金は全額当

社が拠出するため、対象従業員の負担はありません。本制度の導入により、対象従業員の会社業績への意識やエ

ンゲージメントの向上を図ります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において299百万円、45千

株であります。
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株主資本等変動計算書

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

特定資産
買換等

圧縮積立金

海外投資等
損失準備金

投資促進
税制積立金

原価変動
調整積立金

当期首残高 132,166 19,482 19,482 33,041 195 2,028 142 89,000

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 △2,028

投資促進税制積立金の取崩 △117

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

自己株式の消却

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － △2,028 △117 －

当期末残高 132,166 19,482 19,482 33,041 195 － 25 89,000

(単位：百万円)

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 62,000 442,796 629,205 △23,034 757,819 35,998 △23,582 12,416 770,236

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 2,028 － － －

投資促進税制積立金の取崩 117 － － －

剰余金の配当 △42,278 △42,278 △42,278 △42,278

当期純利益 56,339 56,339 56,339 56,339

自己株式の取得 △63,531 △63,531 △63,531

自己株式の処分 △165 △165 2,188 2,022 2,022

自己株式の消却 △20,576 △20,576 20,576 － －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

10,461 △2,660 7,800 7,800

当期変動額合計 － △4,534 △6,680 △40,767 △47,447 10,461 △2,660 7,800 △39,646

当期末残高 62,000 438,262 622,525 △63,801 710,372 46,459 △26,242 20,217 730,589
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個 別 注 記 表

2025年４月１日から
2026年３月31日まで

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価は、次によっております。

満期保有目的の債券 償却原価法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価は、次によっております。なお、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

商 品 移動平均法による原価法

製 品 総平均法による原価法

原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法

③デリバティブの評価は、時価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法によっております。

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金は、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

a.退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定

式基準によっております。

b.数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、発生した期に費用処理しております。

数理計算上の差異は、10年による定額法に基づき、それぞれ発生時の翌期から費用処理しております。

(4) 収益および費用の計上基準

①商品又は製品の販売に係る収益

当社の各事業における商品又は製品の販売については、顧客との契約の中で据付を必要としない商品又は製品

は引渡時点に、また、顧客との契約の中で据付を必要とする商品又は製品は据付が完了した時点に、顧客が当

該商品又は製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点において収益を認識してお

ります。

②サービス提供等に係る収益

ガス事業におけるガス機器等に関連した、メンテナンス・保守を含むサービス提供等に係る収益については、

履行義務が一定期間にわたり充足される場合は、顧客が便益を享受するサービス提供期間にわたり定額または

進捗度に応じて収益を認識しております。

(5) その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。

２．会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る貸借対照表等にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る貸借対
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照表等に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

退職給付債務の算定

退職給付引当金 598百万円

前払年金費用 88,607百万円

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

投資その他の資産 13,691百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額及び無形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 568,496百万円

無形固定資産の減価償却累計額 13,000百万円

(3) 保証債務等

保証債務 74,802百万円

(4) 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権 235,269百万円

長期金銭債権 420,561百万円

短期金銭債務 203,655百万円

長期金銭債務 14,664百万円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との営業取引による取引高

関係会社に対する売上高 175,928百万円

関係会社からの仕入高 719,299百万円

関係会社との営業取引以外の取引による取引高 36,683百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における自己株式の数 普通株式 14,025,616株

（注）当期末の自己株式数に含まれる信託が保有する自社の株式数は45,700株であります。

６．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の主な発生原因は、投資有価証券評価損、繰延ヘッジ損益、会社分割に伴う子会社株式でありま

す。

(2) 繰延税金負債の主な発生原因は、前払年金費用、その他有価証券評価差額金であります。

(3) グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取

扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関す

る税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

７．関連当事者との取引に関する注記

会社名
議決権等の所有
（被所有）割合

関係 取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

Osaka Gas Energy Supply and
Trading Pte. Ltd.

所有
直接100％

子会社
債務保証
（注1）

34,727 ― ―

Osaka Gas Gorgon Pty Ltd
所有

間接100％
子会社

債務保証
（注2）

26,073 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）Osaka Gas Energy Supply and Trading Pte. Ltd.が事業リスクヘッジのために実施しているデリバティ

ブ取引に対する保証であります。

（注2）Osaka Gas Gorgon Pty Ltdの株式会社国際協力銀行等からの長期借入金に対する保証であります。
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８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,903円29銭

(2) １株当たり当期純利益 144円27銭

（注）信託が保有する自己株式数については、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する

自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除

する自己株式に含めております。

期末の当該自己株式の数 45,700株 期中平均の当該自己株式の数 7,030株

９．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 １．連結計算書類の作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記等 (3)会計方針に関する事項 ④重要な収益及び費用の計上基準 a.商品又

は製品の販売に係る収益、b.サービス提供等に係る収益」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。

10．重要な後発事象に関する注記

自己株式の取得

当社は、2026年５月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

①自己株式の取得を行う理由

当社の株主還元方針に基づく株主還元および資本効率向上のため。

②取得の内容

a.取得する株式の種類 当社普通株式

b.取得する株式の総数 28,000千株（上限）

c.株式の取得価額の総額 80,000百万円（上限）

d.取得する期間 2026年５月11日～2027年３月31日

11．その他の注記

株式付与ESOP信託

当社は、一定の要件を満たす課長級以上の従業員に対するインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を2026

年２月５日より導入しております。詳細については、「連結注記表 11．その他の注記 株式付与ESOP信託」に同

一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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